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１．融合型住まいづくりの提案 

菜園と花壇         150㎡ 
芝生            100㎡ 
１年中実のなる果樹     20～30本 
夏の陽をさえぎる落葉雑木林 
そこの間に建つ住宅        
 
すべて合わせて約1,000㎡の田園住宅を 
賃貸マンションの家賃ぐらいの負担でもてる  
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２．つばたさんの家 
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３ 農村の再開発と都市の再開発 

・再開発屋をしていたが、スクラップをして巨大な建物を建てる 
と言うことが多く、疲れて止めてしまった 

・街のための再開発か、都市のための再開発か 

・農村の開発も同じだった 

・法律の仕組み……農地のスクラップ＝住宅団地のビルト 

・調整区域の大規模開発（20ヘクタールなど）は、集落のコミュ 
ニティを破壊する働きをした 

・白地地域にも団地開発が進み、過疎と過密の並立が起る 

・集落が生き残れるメニューは無かった 
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４ 農村集落が生き残る意味 

・都市住民にとって農村集落は要らないのか。地域環境保全は集 
落抜きで考える 

・農地と農産物だけあればいい？ 

・つまり、国益から見て不用な存在なのか？ 

・「たまに遊びに来る都市の人のために、農村の人が環境を守るこ 
とはない」。儲けるために環境を守るのはいいが、そうでなければ、 
環境を守ることはない 

・工業型農業だけでなく、人の眼で作る安全型農業も、ある方がよ 
いのではないか→農村に人がすむことは良いこと 
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５ 農村の再生と都市の再生 

                   

 スクラップ＆ビルド 土地柄・人柄重視 

農村集落 ・農地のスクラップ 

・集落との関係無視 

・大規模団地開発 

 (ex 調整区の域開発許可など) 

・よい農地の保全 

・放置された農地・山林を、環境の 

良い住まい用地に 

・集落の活性化に、寄与する都市住

民の移住 

都市の市街地 ・建物、住宅などのスクラップ 

・大規模建築物の建設 

 (ex 都市再開発など) 

・土地柄・人柄重視の計画 

・現在の活力を生かす 

・大規模スクラップをしない 

 

 

開発のタイプ 
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６．都市と農村の相互連携のために・・・ 

都市と農村のそれぞれの良さを引き出し、 
相互に活用しあうこと  

農村居住……都市住民の願い 
 
①都市の賃貸マンションの家賃 
 程度の負担で、 
②都心に１時間以内で通勤でき、 
 地元でも都心でも働ける立地条件で、 
③日常生活のための菜園と花壇、 
 一年中実の生る果樹2～30本、 
 夏の陽を遮る雑木林、 
④緑豊かな環境で、300坪(1000㎡) 
 の住まいで暮らしたい 
⑤一家族だけで農村に入るのは 
 難しそうな気がする。 
 出来れば数家族が近所なら…… 
 

農村居住……農村側の願い 
 

①農村の暮らしや、しきたりに 

 理解がある人、 

②農村に活力をもたらすような 

 若い人も、 

③信頼できる人が紹介してくれる 

 ような人たちが、数家族で来て 

 もらえたらつき合いやすい 

④農村集落と関わりながら、 

 住みついて欲しい 

⑤出来れば、老齢年金の足しになる 

 ぐらいの、土地の賃料を払って 

 くれないか 
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７．現在の農村地区の状況 

・過密狭小住宅地が増えた農村集落 
・地域の良さを壊し、地価の安さのみを活用した土地利用 

・農地(田畑)をスクラップして、大規模開発 

・在来集落との調和が保てない 
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資料「国勢調査」 

８．なぜこうなったか －都市計画の現状－ 

①都市計画法の制定（昭和43年5月15日） 
 ・線引き制度の導入 
 ・全国の土地利用が市街化区域、市街化調整区域、用途白地区域   
の３つに分けられる 
②1950年代後半から、市部人口と郡部の人口バランスが逆転  

（千人） 
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 ③福岡都市圏全体の都市計画がなく、市町がバラバラの 

  運用が問題に（画一的な都計法運用） 
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９．福岡、北九州都市圏の実態 

①農村部で過疎化が進み、農業の後継ぎがいなくて老齢化も 
進んでいる。 

農家総数と農家世帯員数の推移 

農家総数(件） 総農家世帯員数（人）
男女計

1975年 2000年 減少率 1975年 2000年 減少率
古賀市 959 449 53% 4,747 2,461 48%

古賀町 367 153 58% 1,777 839 53%
小野村 281 150 47% 1,437 858 40%
青柳村 311 146 53% 1,533 764 50%

那珂川町 905 423 53% 4,547 2,762 39%
　 南畑村 265 148 44% 1,291 917 29%

岩戸村 357 154 57% 1,813 1,027 43%
安徳村 283 121 57% 1,443 818 43%

志摩町 1,562 744 52% 7,982 4,467 44%
桜井村 243 116 52% 1,229 740 40%
野北村 167 71 57% 859 447 48%
芥屋村 298 113 62% 1,467 651 56%
可也村 511 294 42% 2,651 1,711 35%
小富士村 343 150 56% 1,776 918 48%

資料：農業センサス

※2000年の自営農業従事者数には、自給的農家（経営耕地面積３０ａ
　未満かつ農産物販売金額５０万円未満）が含まれていない。
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農家の１４歳以下世帯員数と 

自営農家従業者30～59歳(150日以上就業）の推移 

②市街化調整区域では過疎化が進む 

総農家世帯員数（人） 自営農家従業者30～59歳
14歳以下男子 （150日以上就業）
1975年 2000年 減少率 1975年 2000年※減少率

古賀市 880 164 81% 305 98 68%
古賀町 334 61 82% 76 22 71%
小野村 247 44 82% 99 23 77%
青柳村 299 59 80% 130 53 59%

那珂川町 818 192 77% 132 27 80%
　 南畑村 210 65 69% 26 5 81%

岩戸村 350 74 79% 52 11 79%
安徳村 258 53 79% 54 11 80%

志摩町 1,675 353 79% 648 223 66%
桜井村 265 58 78% 99 21 79%
野北村 160 37 77% 86 32 63%
芥屋村 302 37 88% 92 31 66%
可也村 581 144 75% 235 102 57%
小富士村 367 77 79% 136 37 73%

資料：農業センサス

※2000年の自営農業従事者数には、自給的農家（経営耕地面積３０ａ
　未満かつ農産物販売金額５０万円未満）が含まれていない。
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③その外側の白地地域では 
 過密狭小住宅地ができ、 
 すでに空家化が始まっている。 
④最近の開発地域は、 
 全く売れていない。 
 (区画整理されている土地も)  
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資料：国勢調査、都市計画基礎調査 

古賀市の人口推移 （人）
1980 1985 1990 1995 2000

総人口 35,562 41,311 45,725 51,244 55,476
市街化区域 26,945 30,491 33,339 36,314 41,016
市街化調整区域 5,108 5,415 5,258 6,253 4,727
都市計画区域外 3,509 5,405 7,128 8,677 9,733
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④農村集落の周辺では・・・・ 
 過密狭小住宅地の人たちの自治組織への不参加問題 
 集落の公的施設(河川、道路、集会所など)の維持管理トラブル  
が起こっている 
 
⑤農家の高齢化による農地の耕作放棄が起こる。 
 農地の荒廃が進んでいる。 
 (農地法によって農業以外の土地利用を 
  規制している農用地を含む) 
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１０．1970年代～2000年の社会変化 

①モータリゼーションの変化によって 
 遠距離からの通勤が可能、郊外居住が増えた 
②日常生活のパターンも車付きに転換 
③情報化社会の到来、携帯やパソコンの普及で場所に 
依存しない仕事が増える 
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資料：国土交通省自動車交通局 

情報通信サービス加入・契約 

状況（電話加入数）の推移 

1950年    1,215千件 
 
 
1975年   30,343千件 
 
 
2000年   128,613千件  

２５倍増 

４．２倍増 
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１１．１０年後、２０年後の都市はどうなるか。 

①98年から労働力人口が減少 
 
②2006年には人口減少が始まる 
 
③BB世代の高齢化によって、高齢者人口が 
 ますます増加 
 

過疎化の進んでいる農村、 

郊外の過密狭小住宅地はどうなるか 
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１２．地域に根ざした計画とは・・・・ 

農村集落の再生計画・事業の必要性、農村居住の提案 
  

・農村に住んで、ゆとりある暮らしを 

 してみたい人を捜すこと 
・若い人でも参加できるプロジェクト 

 にすること（できれば若い人と高齢者の共住）。 

・そのためには、都心の賃貸マンションの 

 家賃並で、住みつけるようにする 
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①農地の転用許可が必要。 
 現実の必要性で言えば､300坪のうち宅地は50坪もあればよい。 
宅地以外は農地転用をしないほうが､環境保全の意味ではよい。 
しかし、農地の賃借は５反以下では出来ないので、やむを得ず 
農地転用が必要 
 
②“農用地”が含まれる場合は、一層困難 
 
③調整区域の規制を、どの制度で対応するのがよいか 
 
④リーズナブルな土地代にしようとすれば、①に書いたように宅 
地を50坪程度にしたいが、それが可能か 
 
⑤工事費を極力抑えたいので、防災上必要がなければ、道路以外 
は工事をしないようにしたいが…… 
 
⑥定期借地権の仕組みを導入したい(50坪の宅地に)  

１３．事業進捗についての問題点 
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①宅地の品質・地価の低下を防ぎ 
 環境を守ることが必要 
 
②都市計画の地区計画で対応 
 ア．まず「農地転用」をする 
   （理由は１０－①）。 
 イ．筆界、道路の位置、日照などを   
勘 案 し な が ら 、 300 坪 (1000㎡)   
を基準に宅地区分案を作る。 
   それぞれに宅地を50坪程度予定   
する。 
 ウ．計画地区１～２ha程度全体を 
   「地区計画地区」とする。 
   さらに道路（幅員6m程度）と 
   宅地部分を「整備地区」と 
   する。 
 
③筆界等にそって道路や宅地区分を 
 するので、土工事は道路工事の 
 ００みを考えている。 

１４．地区計画での対応 

地区計画と地区整備計画 
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